
省エネ改修サポート事業者 
（認定希望事業者） 

省エネ改修アドバイザー 
（登録申込対象者） 

役割  省エネ改修アドバイザーの確保 
 研修受講機会の確保 
 アドバイス内容及び方法の設定 
 本事業の周知及び受診希望者の募集 
 省エネ改修アドバイザーの派遣 
 省エネ改修アドバイザーの指導・監督 
 県から提供される簡易診断ツールの管理 
 建築物のエネルギー性能の重要性の啓発 
 県への活動実績報告 

 インスペクション等の業務に付随する簡易診断
の実施と結果説明 

 診断の申込みを受けた場合の簡易診断の実施
と結果説明 

 建築物のエネルギー性能の向上に向けたアド
バイス 

 県が実施する研修の受講 

 活動実績の記録と省エネ改修サポート事業者
への報告 

要件  記載事項が全て記載されている 
 事業計画書の実現性が十分である 
 誓約書が提出されている 

 公序良俗に反する事業や政治・宗教を目的
とした事業を行っていない 

 事業に要する経費を負担する 
 事業を行うに足る実行体制を有する 

 既存住宅状況調査技術者又は知事が別に定め
る団体に所属し、一定の住宅検査実績を有する
者 

 省エネ設計講習会又は省エネ施工技術講習会
の修了者 

 本事業の省エネ改修アドバイザー講習会の受
講者 

提出 
書類 

• 参加申込書（様式第１号） 
• 誓約書（別紙１） 
• 事業概要パンフレット等 
• 事業計画書（別紙２） 
• アドバイザー名簿（別紙３） 

• 登録申込書（様式第４号） 
• 遵守誓約書 
• 登録証用顔写真 
• その他確認書類（修了証の写し等） 

役割と要件等 


